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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正が
なされましたが、油断せず、感染の防止に努めましょう。
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令和６年４月第３回（臨時会）香芝市議会について令和６年４月第３回（臨時会）香芝市議会について

議　長　川田 　裕　　　　　　副議長　中谷 一輝 監査委員　中山 武彦

常
任
委
員
会

総務建設委員会

委 員 長 木下 充啓 副委員長 中山 武彦

委 員
中川 廣美 中村 良路 川田 　裕 上田井良二 中谷 一輝

青木 恒子

福祉教育委員会
委 員 長 筒井 　寛 副委員長 清川希代子

委 員 河杉 博之 小西 高吉 下村 佳史 中井 政友 眞鍋 亜樹

議会運営委員会
（議会だより編集委員会）

委 員 長 河杉 博之 副委員長 下村 佳史

委 員 中村 良路 筒井 　寛 中谷 一輝 青木 恒子

市議会の委員会構成市議会の委員会構成

議会の役員を改選

正
副
議
長
あ
い
さ
つ

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り
市
政
発
展
の
た
め
格
段

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
４
月
22
日
の
臨
時
会
に
お
い
て
新
た
に
副

議
長
を
選
出
い
た
だ
き
、
新
た
な
体
制
で
正
副
議
長
の
重

責
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
議
会
は
代
議
制
民
主
主

義
に
よ
る
市
民
皆
さ
ん
の
代
表
に
よ
る
合
議
機
関
で
あ

り
、
そ
の
職
責
の
重
さ
を
考
え
ま
す
と
、
ま
さ
に
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

二
元
代
表
制
に
よ
る
議
会
の
役
割
を
思
慮
し
、
行
政
へ

の
監
視
や
市
民
の
皆
様
の
意
見
を
反
映
さ
せ
た
政
策
提

案
、
公
正
・
円
滑
な
議
会
運
営
等
に
全
力
を
つ
く
す
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
な
お
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
心
よ
り

お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

議　長　川田　裕 副議長　中谷一輝

会期：４月２２日（１日間）

４月臨時会の概要

　４月臨時会は会期を４月22日の１日間として行いました。はじめに、副議長、各常任委員会、議
会運営委員会の委員の選出を行いました。
　その後、理事者から提案された補正予算など合計６件の議案について審査を行い、採決した結果、
すべての議案が可決され、同日で閉会しました。
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議案番号 議　　案　　名 議決の結果

　報　告

報 第 ８ 号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

報告受理報 第 ９ 号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

報第１０号 令和４年度香芝市一般会計歳入歳出決算不認定に係る措置について

　条　例

承 第 １ 号 香芝市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認について 原案承認
（全会一致）

　予　算

議第４０号 令和６年度香芝市一般会計補正予算（第１号）について 原案可決
（全会一致）

　その他

同 第 ２ 号 香芝市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 原案同意

令和６年４月第３回（臨時会）香芝市議会の結果令和６年４月第３回（臨時会）香芝市議会の結果

議員　

　議案

清
川
希
代
子

眞
鍋　

亜
樹

木
下　

充
啓

青
木　

恒
子

中
谷　

一
輝

中
井　

政
友

筒
井　
　

寛

上
田
井
良
二

下
村　

佳
史

川
田　
　

裕

中
山　

武
彦

中
村　

良
路

小
西　

高
吉

中
川　

廣
美

河
杉　

博
之

同 第 ２ 号 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ 議
長 ○ ○ ○ ○ ○

議員の賛否の状況（全会一致を除く）

※川田議長は採決に加わりません。� （賛成･･･○、反対･･･×、退席･･･△、欠席･･･―）

賛　

成

反　

対

11 3
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会期：３月４日～３月２７日（２４日間）

令和６年３月第２回（定例会）について令和６年３月第２回（定例会）について

議　案　付　託　一　覧　表

総務建設委員会
議第４～６号、議第１４号、議第１８号、議第１９号、
議第２４号～２８号、議第３１号～３３号、議第３６
号

福祉教育委員会
議第３号、議第８号、議第９号、議第１１号、議第１
２号、議第１５号～議第１７号、議第２１号～議第２
３号、議第２９号、議第３０号、議第３４号

� （議案名はＰ７・８参照）

　
常
任
委
員
会
に
付
託
し
た
議

案
に
つ
い
て
、
主
な
議
案
の
審

査
内
容
の
一
部
を
お
伝
え
し
ま

す
。

３月定例会の概要
　３月定例会では、理事者から条例改正や一般会計及び特別会計の令和６年度予算など、当初計４
３件の議案が提案されたほか、議員からは４件の発議及び１件の決議が提出されました。
　初日の４日には、同意１件が原案同意、諮問が原案承認されたほか、３件の発議が可決されまし
た。
　３月６日、７日の代表質問及び一般質問では１１人の議員が市政について質問を行いました。ま
た、３月７日には議案３件が撤回され、追加議案３件が提案され、１件の議案が可決されました。
　３月２１日は総務建設委員会、２２日は福祉教育委員会を開催し、３月１１日と１２日は予算特
別委員会を開催し、付託された案件について審査を行いました。
　最終日の２７日には、理事者から追加議案７件が提案され、議員から決議１件が提案され、全て
の議案が可決され、閉会いたしました。

常
任
委
員
会
の
審
査
概
要

総
務
建
設
委
員
会

○
議
第
14
号

　

�

令
和
5
年
度
香
芝
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

10
号
）
に
つ
い
て

【
議
案
内
容
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

７
３
２
万
９
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
９
８
億
７
，
１
１
４
万
３
千

円
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
・
答
弁
】

（
問
）
小
学
校
ト
イ
レ
整
備
事
業
で
２
億
８
，
１

０
０
万
円
と
あ
る
が
、
ど
こ
の
小
学
校
で
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
る
か
、
計
画
を
教
え
て
も
ら
い
た
い
。

（
答
）
来
年
度
実
施
す
る
の
は
五
位
堂
小
学
校
、

志
都
美
小
学
校
、
三
和
小
学
校
、
下
田
小
学
校
で

あ
る
。
志
都
美
小
学
校
以
外
は
、
２
ヵ
年
で
整
備

を
行
う
計
画
で
、
学
校
現
場
と
調
整
し
な
が
ら
事

業
を
進
め
る
。

○
議
第
28
号

　

�

香
芝
市
ス
ポ
ー
ツ
公
園
整
備
事
業
に
係
る
プ
ー

ル
施
設
建
築
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

【
議
案
内
容
】

　

ス
ポ
ー
ツ
公
園
内
の
主
に
屋
内
プ
ー
ル
棟
、
屋

外
プ
ー
ル
、
屋
外
ト
イ
レ
棟
、
自
転
車
駐
車
場
に

つ
い
て
一
般
競
争
入
札
を
行
い
、
契
約
金
額
23
億

２
，
６
５
０
万
円
で
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
・
答
弁
】

（
問
）
ス
ポ
ー
ツ
公
園
は
も
と
も
と
焼
却
場
建
設
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時
の
地
元
要
望
の
合
意
事
項
で
あ
り
、
ま
た
当
初

の
計
画
で
は
、
総
合
公
園
の
市
民
プ
ー
ル
を
令
和

元
年
度
ま
で
使
い
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
、
新
し

い
プ
ー
ル
を
休
み
な
く
続
け
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
ま
で
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
地

元
の
皆
さ
ん
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
な
の

か
。

（
答
）
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
か
け
た
と
認
識

し
て
い
る
。

（
問
）
完
成
予
定
は
い
つ
に
な
る
の
か
。

（
答
）
令
和
７
年
12
月
に
完
成
予
定
で
あ
る
。

福
祉
教
育
委
員
会

○
議
第
３
号

　

�

香
芝
市
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

【
議
案
内
容
】

　

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
施

策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
市

民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
基
づ
き
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
・
答
弁
】

（
問
）
基
本
的
事
項
が
示
さ
れ
て
か
ら
10
年
以
上

経
過
し
た
今
、
本
市
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に

な
っ
た
理
由
は
な
に
か
。

（
答
）
国
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
17
年
度
の
12
年

間
で
、
歯
科
保
健
に
係
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進

し
て
い
く
方
向
性
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
健
康
増

進
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
歯
周
病
検
診
の
対
象
者

に
令
和
６
年
度
よ
り
20
歳
、
30
歳
を
追
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
の
施
策
の
動
き
を

受
け
て
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

（
問
）
条
例
制
定
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
な
検
討
が
な
さ
れ
た
の
か
。

（
答
）
毎
年
実
施
し
て
い
る
歯
科
保
健
事
業
実
務

担
当
者
会
議
や
歯
科
保
健
事
業
推
進
協
議
会
で
出

た
意
見
を
踏
ま
え
て
制
定
し
た
。

（
問
）
今
後
新
た
に
取
り
組
む
施
策
は
あ
る
か
。

（
答
）
災
害
時
の
歯
科
医
療
体
制
を
整
え
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
災
害
時
に
は
、
避

難
生
活
な
ど
に
お
け
る
、
口
腔
の
清
掃
不
良
な
ど

に
よ
り
誤
嚥
性
肺
炎
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
く
な
る

た
め
、
２
次
的
な
健
康
被
害
の
予
防
を
図
る
。

○
議
第
９
号

　

�

香
芝
市
子
ど
も
医
療
費
助
成
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

【
議
案
内
容
】

　

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
現
物
給
付
方
式
の
対
象
の
年
齢
に
つ
き
ま
し

て
、未
就
学
児
か
ら
高
校
生
世
代
に
拡
大
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
・
答
弁
】

（
問
）
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
改
正
な
の
か
。

（
答
）
こ
れ
ま
で
も
市
長
会
を
通
じ
、
県
に
要
望

し
て
い
た
。
今
回
、
県
が
令
和
６
年
８
月
診
療
分

か
ら
県
内
の
全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
現
物
給
付

方
式
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
回
の
提
案
に

な
っ
た
。

○
議
第
11
号

　

�

香
芝
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
い
て

【
議
案
内
容
】

　

令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
第
９
期

に
お
け
る
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
率
を
設
定

す
る
た
め
の
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
質
疑
・
答
弁
】

（
問
）
今
回
の
上
が
り
幅
は
非
常
に
大
き
い
と
思

う
が
、
こ
こ
ま
で
増
額
と
な
っ
た
理
由
は
な
に
か
。

（
答
）
保
険
料
を
設
定
す
る
に
当
た
り
、
今
後
３

年
間
の
介
護
給
付
費
及
び
地
域
支
援
事
業
費
を
試

算
し
、
第
１
号
被
保
険
者
の
数
で
割
っ
て
い
く
と

い
う
形
で
算
定
を
し
て
お
り
、
８
期
か
ら
９
期
に

か
け
て
約
34
億
円
の
増
を
見
込
ん
で
い
る
。
直
近

調
査
に
よ
る
と
保
険
料
は
、
県
内
12
市
の
な
か
で

も
４
番
目
の
安
さ
と
な
る
（
第
８
期
計
画
で
は
２

番
目
）。

（
問
）
前
回
ま
で
は
、
国
の
基
準
は
第
９
段
階
ま

で
だ
っ
た
が
本
市
は
既
に
13
段
階
で
設
定
し
て
い

た
。今
回
、国
の
基
準
も
13
段
階
ま
で
幅
が
広
が
っ

た
。
今
回
か
ら
保
険
料
の
区
分
に
つ
い
て
基
準
、

乗
率
、
全
て
を
国
の
基
準
に
合
わ
せ
る
形
を
取
っ

て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

（
答
）
今
回
の
国
の
改
正
の
趣
旨
は
、
介
護
保
険

制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
介

護
給
付
費
の
増
加
を
見
据
え
、
第
１
号
被
保
険
者

間
で
の
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
や
、
そ
れ
に
伴

う
低
所
得
者
の
保
険
料
の
上
昇
抑
制
を
図
る
こ
と

で
あ
り
、
今
回
の
条
例
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
を
推

進
で
き
る
。
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　委員長　　木下充啓
　副委員長　中井政友
　委　員　　川田　裕　　　上田井良二
　　　　　　筒井　寛　　　中谷一輝

　予算特別委員会は、３月１１日、１２日の２日間にわたり、慎重に審査を行いました。
　それぞれ専門的な視点から審査を行い、採決の結果、賛成多数で原案可決しました。

【主な総括質疑・答弁】
（質疑）�令和４年度決算審査意見書では、今後香芝市のまちづくりを考えていく中で子どもたちを

育てていく環境をどのように整備していくかが大きな課題になると指摘されていたが、監
査委員からの意見を踏まえた予算となっているのか。

（答弁）�子ども・子育て幼保ＤＸ業務推進事業や議会から助言のあった民間保育所保育士確保対策
事業など、重点事業の１０事業のうち、６事業を子育て関連に充てており、子育てそれか
ら教育にしっかり軸足を置いた予算としている。一方で、元気な高齢者、健康寿命をしっ
かりと延ばしていくため、介護予防・ボランティアポイント事業を今年度より始めたいと
考えている。

（質疑）�令和６年度から一人あたり千円徴収される森林環境税については、令和６年度は森林環境
贈与税として本市は国から約１千万円を受けることになるとのことだが、その用途につい
てお伺いしたい。

（答弁）�私有林を含む、適切な管理伐採やどんづる峯の整備事業、教育委員会での木材製品の使用
や体験学習等を考えている。

（質疑）�ＤＸ化を掲げておられる事業の、具体的な事業内容をお伺いしたい。
（答弁）�重点事業としては、幼保ＤＸ業務推進事業及び書かない窓口事業となる。幼保ＤＸ業務推

進事業は、保護者と施設間の連絡、手続きについてデジタル化を行ない、書かない窓口事
業は、来庁者が申請書に記入せずに各種証明書の発行や住民異動届などの手続きができる
窓口サービスの導入を行なうものである。なお、書かない窓口については、令和７年２月
より市民課の証明書発行において開始する予定としている。

（質疑）�図書館の中が暗いと指摘していたが、照明のＬＥＤ化はいつまでに行なわれるのか。
（答弁）�６月ぐらいに設計を行ない、１１月までには取替えを完了したいと考えている。

予算特別委員会

令和６年度香芝市一般会計予算を可決
予算額　３１１億３千万円
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令和６年３月第２回（定例会）香芝市議会の結果令和６年３月第２回（定例会）香芝市議会の結果
議案番号 議　　案　　名 議決の結果

　報　告

報 第 ４ 号
（追加議案） 香芝市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について

報告受理

報 第 ５ 号
（追加議案）

香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ
いて

報 第 ６ 号
（追加議案）

香芝市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例
の一部を改正する条例の専決処分の報告について

報 第 ７ 号
（追加議案）

香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の専決処分の報告について

　条　例

議 第 ３ 号 香芝市歯と口腔の健康づくり推進条例を制定することについて

原案可決
（全会一致）

議 第 ４ 号 香芝市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例を制定することにつ
いて

議 第 ５ 号 香芝市情報公開条例及び香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改
正することについて

議 第 ６ 号 香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正すること
について

議 第 ７ 号 香芝市ふるさとまちづくり寄附条例の一部を改正することについて 撤回

議 第 ８ 号 香芝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正することについて 原案可決

（全会一致）議 第 ９ 号 香芝市子ども医療費助成条例等の一部を改正することについて

議第１０号 香芝市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例
の一部を改正することについて 撤回

議第１１号 香芝市介護保険条例の一部を改正することについて
原案可決

議第１２号 香芝市国民健康保険条例の一部を改正することについて

議第１３号 香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて 撤回

議第２８号 香芝市スポーツ公園整備事業に係るプール施設建築工事請負契約の締結について 原案可決

議第２９号 二上小学校長寿命化改修工事請負契約の締結について
原案可決
（全会一致）議第３０号 北部地域体育館長寿命化改修工事請負契約の締結について

議第３１号 指定管理者の指定について

議第３２号 指定管理者の指定の期間の変更について 原案可決

議第３３号 奈良広域水質検査センター組合規約の一部を変更することについて

原案可決
（全会一致）

議第３４号
（追加議案）

香芝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例等の一部を改正することについて

議第３６号
（追加議案） 香芝市ふるさとまちづくり基金条例を制定することについて
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議案番号 議　　案　　名 議決の結果

　予　算

議第１４号 令和５年度香芝市一般会計補正予算（第１０号）について 原案可決

議第１５号 令和５年度香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

原案可決
（全会一致）

議第１６号 令和５年度香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

議第１７号 令和５年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

議第１８号 令和５年度香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号）について

議第１９号 令和５年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第２号）について

議第２０号 令和６年度香芝市一般会計予算について 原案可決

議第２１号 令和６年度香芝市国民健康保険特別会計予算について

原案可決議第２２号 令和６年度香芝市後期高齢者医療特別会計予算について

議第２３号 令和６年度香芝市介護保険特別会計予算について

議第２４号 令和６年度香芝市土地取得特別会計予算について 原案可決
（全会一致）議第２５号 令和６年度香芝市財産区財産特別会計予算について

議第２６号 令和６年度香芝市水道事業会計予算について 原案可決

議第２７号 令和６年度香芝市下水道事業会計予算について
原案可決
（全会一致）議第３７号

（追加議案） 令和５年度香芝市一般会計補正予算（第１１号）について

　その他

同 第 １ 号 香芝市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 原案同意
（全会一致）

諮 第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 原案承認
（全会一致）

議第３５号
（追加議案） 和解することについて

原案可決
（全会一致）

議第３８号
（追加議案） 訴えの提起について

議第３９号
（追加議案） 訴えの提起について

　議員提出議案

発議第１号 香芝市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正することについて
原案可決
（全会一致）発議第２号 香芝市議会委員会条例の一部を改正することについて

発議第３号 香芝市議会会議規則の一部を改正することについて

発議第４号
（追加議案） 市議会議員の小学校教室無断侵入に関する調査特別委員会の設置について 原案可決

（議長裁決）決議第１号
（追加議案） 市議会議員における香芝市執行機関の事務執行を妨害しない決議（案）
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議員　

　議案

清
川
希
代
子

眞
鍋　

亜
樹

木
下　

充
啓

青
木　

恒
子

欠　

員

中
谷　

一
輝

中
井　

政
友

筒
井　
　

寛

上
田
井
良
二

下
村　

佳
史

川
田　
　

裕

中
山　

武
彦

中
村　

良
路

小
西　

高
吉

中
川　

廣
美

河
杉　

博
之

議 第 １ １ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○

議
長

○ ○ ○ ○ ○

議 第 １ ２ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 １ ４ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ ０ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ １ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ ２ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ ３ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ ６ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ２ ８ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 第 ３ ２ 号 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発 議 第 ４ 号 × × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○

決 議 第 １ 号 × × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○

各議員の賛否の状況（全会一致を除く）

　川田議長は採決に加わりません。賛否が同数の場合、議長が裁決します。�（賛成･･･○、反対･･･×、退席･･･△、欠席･･･―）

賛　

成

反　

対

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

7 7

7 7

　眞鍋亜樹議員が個人的事由に係る事案を公務中の香芝市職員を庁舎外に呼び出し、調整役を依頼
するなどの行為を行い、事務執行に支障を来すおそれがあるとの報告を受け、３月定例会最終日に
決議第１号市議会議員における香芝市執行機関の事務執行を妨害しない決議（案）が提出されまし
た。採決の結果、賛成・反対が同数のため議長が決し、原案可決されました。

　眞鍋亜樹議員の小学校教室無断侵入に関すること及び子どもたちの学校等のプライバシー保護及
びセキュリティに関することを調査することについて、３月定例会最終日に発議第４号が提出され
ました。採決の結果、賛成・反対が同数のため、議長が決し原案可決され、設置された市議会議員
の小学校教室無断侵入に関する調査特別委員会で審議されることになりました。

市議会議員における香芝市執行機関の事務執行を妨害しない決議（案）

市議会議員の小学校教室無断侵入に関する調査特別委員会の設置について

※�市議会議員における香芝市執行機関の事務執行を妨害しない決議（案）
についての詳細は、QRコードのリンク先をご覧ください。

※�発議第４号　市議会議員の小学校教室無断侵入に関する調査特別委員
会の設置についての詳細は、QRコードのリンク先をご覧ください。
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３
月
定
例
会
の
代
表
質
問
・一
般

質
問
は
３
月
６
日
、７
日
に
行
わ
れ
、

そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。な

お
、内
容
等
は
各
議
員
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（
掲
載
は
質
問
順
）

問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
　
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　
　
　

ＴＥＬ
４
４
―
３
３
４
１

● 

中
　
山
　
武
　
彦

• 

健
康
、
福
祉
政
策
に
つ
い
て

• 

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て

• 

防
災
・
減
災
・
安
全
対
策
に
つ
い
て

● 

川
　
田
　
　
裕

• 

令
和
６
年
５
月
の
市
長
選
挙
の
出
馬

に
つ
い
て

• 

令
和
６
年
度
予
算
編
成
方
針
に
つ
い

て
• 

王
寺
町
事
業
系
ゴ
ミ
の
無
許
可
搬
入

に
つ
い
て

• 

香
芝
市
定
員
管
理
計
画
に
つ
い
て

• 

産
後
ケ
ア
事
業
等
の
調
査
に
つ
い
て

• 

前
市
長
の
違
法
ポ
ス
タ
ー
撤
去
の
代

執
行
に
係
る
経
費
徴
収
及
び
事
前
活

動
に
つ
い
て

● 

青
　
木
　
恒
　
子

• 

市
長
公
約
と
こ
の
４
年
間
に
つ
い
て

• 

非
公
開
の
香
芝
市
公
有
財
産
有
効
活

用
検
討
会
議
に
つ
い
て

● 

木
　
下
　
充
　
啓

• 

危
機
管
理
と
防
災
に
つ
い
て

● 

筒
　
井
　
　
寛

• 

見
守
り
で
『
奈
良
い
ち
』
に
な
る
に

つ
い
て

• 

公
正
な
選
挙
で
『
奈
良
い
ち
』
に
な

る
に
つ
い
て

• 

災
害
へ
の
備
え
で
『
奈
良
い
ち
』
に

な
る
に
つ
い
て

● 

下
　
村
　
佳
　
史

• 

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
履
歴
及
び
予

診
票
に
つ
い
て

• 

非
平
時
に
か
か
る
地
方
自
治
法
改
正

案
に
つ
い
て

● 

小
　
西
　
高
　
吉

• 

観
光
政
策
と
地
域
活
性
化
に
つ
い
て

• 

防
災
に
つ
い
て

• 
中
学
校
部
活
動
地
域
移
行
に
つ
い
て

● 
清
　
川
　
希
代
子

• 
悩
み
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
支

援
に
つ
い
て

• 

悩
み
を
抱
え
る
香
芝
市
民
へ
の
支
援

に
つ
い
て

• 

災
害
へ
の
備
え
に
つ
い
て

• 

福
岡
市
長
の
行
政
政
策
に
つ
い
て

● 

上
田
井
　
良
　
二

• 

就
学
前
ま
で
の
健
康
診
査
に
つ
い
て

• 

罹
災
証
明
に
つ
い
て

●
眞
　
鍋
　
亜
　
樹

• 

す
べ
て
の
こ
ど
も
が
幸
せ
に
育
つ
ま

ち
づ
く
り
に
つ
い
て

• 

明
る
く
健
全
な
市
民
活
動
に
つ
い
て

● 

中
　
井
　
政
　
友

• 

保
育
所
・
幼
稚
園
・
こ
ど
も
園
に
つ

い
て

• 

香
芝
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

一
般
質
問　
質
問
者
・
項
目

代
表
質
問　
質
問
者
・
項
目

※�

質
問
内
容
の
詳
細
は
、
各
議
員
欄
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
健
康
、
福
祉
政
策
に
つ
い
て

（
問
）
就
学
に
向
け
た
成
長
、
発
達
の
段

階
に
お
い
て
、
視
力
検
査
も
重
要
と
考
え

る
が
、
ど
の
よ
う
な
検
査
を
実
施
し
て
い

る
の
か
。

〔
健
康
部
長
〕
３
歳
６
か
月
児
の
健
診
に

お
い
て
、
各
家
庭
で
実
施
い
た
だ
い
た
視

力
検
査
結
果
を
確
認
し
て
い
る
。
検
査
結

果
に
基
づ
き
、
必
要
と
判
断
さ
れ
る
幼
児

に
対
し
て
は
、
視
力
検
査
機
器
を
用
い
た

屈
折
検
査
等
を
実
施
し
て
い
る
。

（
問
）
屈
折
検
査
を
全
員
に
実
施
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
か
。

〔
健
康
部
長
〕
現
在
の
機
器
で
は
１
回
の

検
査
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
対
象
者

全
員
に
実
施
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、

令
和
６
年
度
に
機
器
を
更
新
し
、
対
象
者

全
員
に
屈
折
検
査
を
実
施
し
て
い
く
。

（
問
）
20
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
集
団
肺

が
ん
検
診
及
び
子
宮
が
ん
検
診
を
実
施
し

て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
健
診
対
象
外
の

10
代
の
が
ん
予
防
に
係
る
施
策
に
つ
い
て

お
聞
き
し
た
い
。

〔
健
康
部
長
〕
小
学
校
６
年
生
か
ら
高
校

１
年
生
相
当
の
女
子
を
対
象
に
、
子
宮
頸

が
ん
の
原
因
と
な
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
（
ヒ
ト
パ
ピ

ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
）
の
感
染
を
防
ぐ
、
子

中山　武彦

宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
を
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
25
年
か
ら
令
和

３
年
ま
で
の
期
間
に
定
期
接
種
の
対
象
者

で
あ
っ
た
17
歳
か
ら
26
歳
の
方
を
対
象

に
、
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
も
実
施
し
て

い
る
。

▼
防
災
・
減
災
・
安
全
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
場
所
に
胸
部
を
覆

う
た
め
の
色
付
き
の
三
角
巾
等
を
備
え
付

け
る
自
治
体
が
出
て
き
て
い
る
が
、
本
市

で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

〔
危
機
管
理
監
〕
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
て
い

る
公
共
施
設
で
の
三
角
巾
の
設
置
を
前
向

き
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
問
）
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
多
く
の
場
所
に
設
置
す

る
た
め
、
自
主
防
災
組
織
に
依
頼
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
か
。

〔
危
機
管
理
監
〕
令
和
６
年
度
よ
り
、
Ａ

Ｅ
Ｄ
購
入
費
用
を
香
芝
市
自
主
防
災
組
織

活
動
事
業
費
補
助
金
の
補
助
対
象
経
費
と

す
る
た
め
、
要
綱
の
改
正
作
業
を
現
在

行
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
補
助
対
象
と
併
せ

た
補
助
率
は
２
分
の
１
で
あ
り
、
１
団
体

当
た
り
の
補
助
限
度
額
は
世
帯
数
に
応
じ

て
６
万
円
か
ら
８
万
円
で
あ
る
。

（
問
）
市
内
の
民
間
施
設
へ
の
設
置
促
進

に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
か
。

〔
危
機
管
理
監
〕
福
祉
施
設
、
金
融
機
関
、

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
、
大
型
商
業
施
設
等
に
設

置
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
設
置
促
進
を
図

る
た
め
、
啓
発
に
努
め
て
い
く
。
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▼
王
寺
町
事
業
系
ゴ
ミ
の
無
許
可
搬
入
に

つ
い
て

（
問
）
弊
職
の
調
査
の
結
果
、
約
50
年
に

わ
た
り
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
（
以
下
、
廃
掃
法
）
第
７
条
第

１
項
に
規
定
さ
れ
る
卸
し
の
許
可
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
王
寺
町
の
事
業
系
ゴ
ミ
が

美
濃
園
に
搬
入
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
本
市
と
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
、
新
規
事
業
者
に
対
す
る
許
可

は
出
さ
な
い
方
針
に
変
わ
り
な
い
か
。

〔
市
民
環
境
部
長
〕
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
の
新
規
許
可
に
係
る
取
扱
基
準
に
基

づ
き
、
原
則
、
許
可
は
出
さ
な
い
。

（
問
）
本
件
に
関
し
、
廃
掃
法
に
基
づ
き

適
法
に
是
正
す
る
た
め
に
は
、
王
寺
町
が

自
ら
美
濃
園
に
搬
入
す
る
、
ま
た
は
美
濃

園
以
外
の
他
施
設
に
搬
入
す
る
以
外
な
い

と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
は
ど
う
か
。

〔
市
民
環
境
部
長
〕
ご
指
摘
の
と
お
り
と

考
え
る
。

▼
香
芝
市
定
員
管
理
計
画
に
つ
い
て

（
問
）
令
和
元
年
度
以
降
、
中
・
長
期
定

員
管
理
計
画
が
未
策
定
の
理
由
は
な
に

か
。

〔
企
画
部
長
〕
翌
年
度
の
採
用
の
こ
と
な

ど
の
短
期
的
な
考
え
に
追
わ
れ
、
中
・
長

川田　裕

期
的
な
定
員
計
画
を
早
期
に
策
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
が
不
足

し
、
先
送
り
さ
れ
て
き
た
の
が
実
際
で
あ

る
。
大
い
に
反
省
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

と
感
じ
て
い
る
。

（
問
）
定
員
管
理
計
画
は
、
現
在
の
行
政

需
要
に
整
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

〔
企
画
部
長
〕
行
政
需
要
に
応
え
る
た
め

に
は
、
当
該
計
画
に
基
づ
く
充
分
な
職
員

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
た
と
こ

ろ
。
幼
・
保
再
編
の
方
針
も
踏
ま
え
な
が

ら
、
来
年
度
早
期
に
こ
の
定
員
計
画
を
定

め
て
い
き
た
い
。

▼
産
後
ケ
ア
事
業
等
の
調
査
に
つ
い
て

（
問
）
産
後
ケ
ア
事
業
に
お
け
る
助
産
師

の
秘
密
漏
示
の
疑
義
に
対
す
る
調
査
結
果

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

〔
健
康
部
長
〕
委
託
し
て
い
る
事
業
所
に

対
し
て
、
従
事
す
る
助
産
師
に
確
認
を

取
っ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
秘
密
漏
示

の
事
実
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
確
認
調

査
の
際
に
は
、
各
事
業
所
に
秘
密
漏
示
に

係
る
重
要
性
に
つ
い
て
指
導
を
行
い
、
契

約
書
の
中
に
秘
密
の
保
持
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
項
を
設
け
て
い
る
。
今

後
に
つ
い
て
は
、
保
健
指
導
に
対
す
る
概

念
の
歪
曲
に
よ
る
産
後
ケ
ア
事
業
の
運
営

に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
法
の

規
定
を
遵
守
し
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ

る
保
健
指
導
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。

▼
市
長
公
約
と
こ
の
４
年
間
に
つ
い
て

（
問
）
小
中
学
校
の
統
廃
合
計
画
は
、
市

民
に
不
安
と
不
信
が
地
域
に
広
が
り
、「
学

校
を
な
く
さ
な
い
で
」
の
署
名
が
７
千
名

近
く
あ
る
。
市
長
公
約
の
一
つ
目
「
誰
も

が
住
み
よ
い
街
に
す
る
」
と
二
つ
目
「
学

校
を
よ
く
す
る
」
に
つ
い
て
、
統
廃
合
の

認
識
は
ど
う
か
。

〔
市
長
〕
学
校
が
地
域
づ
く
り
に
果
た
す

役
割
は
、
当
然
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
こ
ど
も
、
保
護
者
、
地
域

が
学
校
を
中
心
に
様
々
な
地
域
課
題
を
解

決
し
て
き
た
経
緯
も
理
解
し
て
い
る
。

（
問
）
学
校
を
な
く
す
方
向
な
の
か
。

〔
市
長
〕
そ
れ
は
私
の
権
限
で
は
な
い
の

で
今
こ
こ
で
答
え
ら
れ
な
い
。

（
問
）
公
約
の
３
つ
目
「
子
育
て
を
応
援

す
る
」
に
つ
い
て
、幼
保
再
編
計
画
で
は
、

５
園
の
公
立
保
育
所
の
う
ち
４
園
の
民
営

化
計
画
が
あ
る
。
公
的
役
割
を
放
棄
し
て

民
間
に
任
せ
て
い
く
こ
と
は
、
安
心
な
子

育
て
を
応
援
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

〔
市
長
〕
民
営
化
に
よ
り
公
的
な
役
割
を

放
棄
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

▼
非
公
開
の
香
芝
市
公
有
財
産
有
効
活
用

検
討
会
議

青木　恒子

（
問
）
香
芝
市
公
有
財
産
有
効
活
用
検
討

会
議
で
は
、
幼
保
再
編
問
題
・
学
校
統
廃

合
問
題
の
方
針
も
計
画
も
議
事
録
に
書
か

れ
て
い
る
。
議
長
が
委
員
長
、
あ
と
２
人

の
議
員
が
参
加
、
緊
張
感
を
も
っ
て
執
行

機
関
を
監
視
す
べ
き
議
会
の
議
員
、
し
か

も
議
会
の
代
表
で
あ
る
議
長
が
委
員
長
、

見
た
だ
け
で
も
二
元
代
表
制
を
守
っ
て
い

な
い
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
会
議
は
一
部

の
議
員
し
か
知
ら
な
い
。
な
ぜ
秘
密
会
で

非
公
開
な
の
か
。

〔
企
画
部
長
〕
公
有
財
産
の
活
用
と
い
う

影
響
の
大
き
さ
、
会
議
の
趣
旨
で
あ
る
委

員
の
自
由
闊
達
な
意
見
交
換
を
担
保
す
る

と
い
う
意
味
で
、
検
討
の
過
程
は
非
公
開

に
し
て
い
る
。

（
問
）
保
育
所
が
直
面
す
る
２
０
２
５
年

問
題
と
し
て
、
利
用
者
減
少
、
定
員
の
充

足
率
低
下
、
定
員
割
れ
が
現
実
化
す
る
な

か
で
、
公
立
保
育
所
を
な
く
し
民
間
こ
ど

も
園
設
置
は
時
代
に
逆
行
す
る
の
で
は
な

い
か
。

〔
福
祉
部
長
〕
幼
稚
園
利
用
者
の
減
少
及

び
低
年
齢
児
の
保
育
ニ
ー
ズ
の
増
加
を
踏

ま
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
時
代
に
逆
行
す

る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
問
）
12
月
議
会
で
教
育
委
員
会
が
方
針

を
出
し
て
進
め
て
い
る
自
治
体
は
他
に
は

な
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
県
の
教
育
委
員

会
は
知
っ
て
い
る
の
か
。

〔
教
育
長
〕
県
に
は
知
ら
せ
て
い
な
い
。
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▼
危
機
管
理
と
防
災
に
つ
い
て

（
問
）
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
能
登

半
島
地
震
か
ら
得
た
教
訓
と
は
？

〔
危
機
管
理
監
〕
今
回
の
よ
う
な
地
震
が

発
生
し
た
場
合
、
イ
ン
フ
ラ
や
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
に
大
き
な
被
害
が
生
じ
、
全
世
帯
の

約
90
％
で
あ
る
約
３
万
世
帯
が
断
水
や
停

電
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
改
め
て
認
識
を
し
た
。

（
問
）
本
市
の
水
道
設
備
の
耐
震
化
状
況

は
ど
う
か
？

〔
上
下
水
道
部
長
〕
水
道
管
の
基
幹
管
路

の
耐
震
化
率
は
１
４
．
６
％
と
低
く
、
全

国
平
均
の
４
１
．
２
％
を
目
標
に
計
画
的

に
耐
震
化
を
進
め
て
い
く
。

（
問
）
地
震
の
発
災
直
後
は
、
断
水
に
よ

り
ト
イ
レ
が
使
用
で
き
な
い
問
題
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
本
市
の
場
合
は
ど

の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
？

〔
危
機
管
理
監
〕
仮
設
ト
イ
レ
が
設
置
さ

れ
る
ま
で
の
非
常
用
に
簡
易
ト
イ
レ
と
紙

お
む
つ
を
一
定
数
備
蓄
し
て
い
る
。ま
た
、

10
カ
所
の
避
難
所
に
61
基
の
マ
ン
ホ
ー
ル

ト
イ
レ
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
過
去

の
震
災
時
の
事
例
か
ら
１
０
０
人
に
1
基

の
割
合
を
め
ど
と
し
て
設
置
し
て
い
る
。

今
後
も
増
設
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る

木下　充啓

が
、
ま
ず
は
市
民
に
よ
る
簡
易
ト
イ
レ
の

備
蓄
を
啓
発
し
て
い
く
。

（
問
）
大
き
な
地
震
被
害
の
直
後
に
は
一

時
避
難
所
が
被
災
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
が
、
実
際
に
本
市
で
大
地
震
が
起
こ
っ

た
際
の
避
難
所
運
営
で
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
課
題
に
な
る
の
か
？

〔
危
機
管
理
監
〕
避
難
所
運
営
は
基
本
的

に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
に
よ
る
自
主
運
営

に
な
る
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害
に
よ
る
衛

生
面
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
健
康
問
題
な
ど

様
々
な
課
題
が
あ
る
。
ま
た
、
避
難
所
は

様
々
な
立
場
、
考
え
方
の
方
の
共
同
生
活

の
場
と
な
る
た
め
様
々
な
調
整
が
必
要
に

な
る
が
、
被
災
者
が
災
害
を
乗
り
切
り
、

生
活
を
再
建
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
運
営
で
き
る
よ
う

に
体
制
を
整
え
る
。ペ
ッ
ト
に
関
し
て
は
、

同
行
避
難
が
可
能
で
あ
り
、
ゲ
ー
ジ
や
お

世
話
セ
ッ
ト
も
持
参
し
て
も
ら
う
想
定
で

あ
る
。

（
問
）
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障
が
い

者
等
、
避
難
行
動
要
支
援
者
へ
の
対
応
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

〔
福
祉
部
長
〕
現
在
、
要
支
援
者
名
簿
に

つ
い
て
外
部
提
供
用
に
同
意
確
認
を
行
っ

て
お
り
、来
年
度
上
旬
に
は
完
成
さ
せ
る
。

ま
た
、
発
災
時
に
要
支
援
者
の
方
を
ど
の

よ
う
に
支
援
す
る
の
か
を
ま
と
め
た
個
別

避
難
計
画
に
つ
い
て
は
、
指
針
を
つ
く
り

対
象
者
を
絞
っ
た
う
え
で
10
月
ご
ろ
よ
り

作
成
に
と
り
か
か
り
た
い
。

▼
見
守
り
で
『
奈
良
い
ち
』
に
な
る

（
問
）
本
市
の
実
態
と
し
て
の
独
り
住
ま

い
の
軒
数
は
出
る
か
。

〔
企
画
部
長
〕
国
勢
調
査
か
ら
の
推
計
で

は
、
２
０
２
０
年
度
、
６
，
７
１
０
世
帯

で
あ
る
。

（
問
）
独
居
高
齢
者
の
緊
急
時
の
連
絡
方

法
の
確
保
の
為
の
施
策
は
あ
る
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事

業
が
あ
る
。

（
問
）
孤
独
死
・
孤
立
死
を
減
ら
す
為
の

市
の
施
策
は
考
え
ら
れ
る
か
。

〔
企
画
部
長
〕
孤
立
し
が
ち
な
人
が
繋
が

り
を
持
て
る
よ
う
、
地
域
住
民
や
市
民
団

体
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
問
）
国
か
ら
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
の
制
度
を
整
備
す
る
方
針
が
出
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
た

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
部
分
は
あ
る
か
。

〔
都
市
創
造
部
長
〕
住
宅
等
の
改
修
費
に

係
る
補
助
対
象
の
追
加
、
居
住
支
援
協
議

会
に
係
る
支
援
の
延
長
な
ど
。
高
齢
者
対

象
と
し
て
は
、
安
否
確
認
設
備
の
設
置
の

改
修
工
事
な
ど
が
補
助
対
象
と
し
て
追
加

さ
れ
た
。

（
問
）
住
宅
確
保
の
為
、
市
が
保
証
人
の

代
わ
り
を
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

筒井　寛

〔
福
祉
部
長
〕
保
証
人
の
代
わ
り
は
出
来

な
い
が
、
家
賃
債
務
保
証
制
度
と
い
う
貸

し
渋
り
に
対
応
す
る
仕
組
は
あ
る
。

（
問
）
居
住
支
援
を
行
う
市
の
組
織
体
制

は
で
き
な
い
か
。

〔
企
画
部
長
〕
新
し
い
所
管
の
設
置
は
難

し
い
が
、
既
存
の
所
管
課
が
連
携
し
対
応

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

▼
公
正
な
選
挙
で
『
奈
良
い
ち
』
に
な
る

（
問
）
公
職
選
挙
法
違
反
で
行
政
代
執
行

に
よ
り
撤
去
さ
れ
た
吉
田
ひ
ろ
あ
き
氏
の

ポ
ス
タ
ー
と
同
じ
も
の
を
使
用
し
た
政
治

活
動
も
公
職
選
挙
法
に
違
反
す
る
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
事
は
本
人
に
伝
え

て
あ
る
か
。

〔
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長
〕
違
反
を

認
識
し
た
上
で
意
図
的
に
活
動
し
て
い
る

と
み
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、本
人
は
、そ
の
よ
う
な
行
為
は
行
っ

て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

（
問
）
そ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
、
選
挙

管
理
委
員
会
は
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
。

〔
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長
〕
警
察
に

通
報
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
罰
則
の
対
象

と
な
る
こ
と
も
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。

▼
災
害
へ
の
備
え
で
『
奈
良
い
ち
』
に
な

る（
問
）本
市
に
お
け
る「
想
定
外
の
避
難
者
」

は
ど
う
い
う
方
が
考
え
ら
れ
る
か
。

〔
危
機
管
理
監
〕
通
勤
・
通
学
の
た
め
本

市
を
通
過
中
に
被
災
さ
れ
た
方
が
考
え
ら

れ
る
。
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▼
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
履
歴
及
び
予
診

票
に
つ
い
て

（
問
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
健
康
被
害
が
生

じ
、
健
康
被
害
救
済
給
付
の
請
求
を
行
う

場
合
、
接
種
時
の
予
診
票
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
保
存
さ
れ
て
い

る
の
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
予
防
接
種
法
に
従
い
、

５
年
間
は
適
正
に
管
理
保
存
を
行
っ
て
い

る
。

（
問
）
市
内
の
医
療
機
関
で
接
種
さ
れ
た

場
合
の
予
診
票
は
ど
の
よ
う
に
保
存
さ
れ

て
い
る
の
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、

予
診
票
の
控
え
を
保
管
し
、
そ
の
取
扱
い

は
診
療
録
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
原
則
と
し
て
５
年
間
保
存
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

（
問
）
健
康
被
害
救
済
給
付
の
請
求
を
行

う
場
合
、
予
診
票
以
外
に
ど
の
よ
う
な
書

類
が
必
要
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
健
康
被
害
の
状
況
に
よ

り
提
出
書
類
は
異
な
る
が
、
医
療
費
や
医

療
手
当
の
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
接
種

証
明
書
、
医
療
費
・
医
療
手
当
請
求
書
、

受
診
証
明
書
、医
療
に
か
か
っ
た
領
収
書
、

下村　佳史

診
療
の
記
録
等
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
。

▼
非
平
時
に
か
か
る
地
方
自
治
法
改
正
案

に
つ
い
て

（
問
）
今
般
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

の
柱
は
、
重
大
な
災
害
や
感
染
症
等
に
よ

り
非
常
事
態
に
陥
っ
た
場
合
な
ど
、
国
民

の
安
全
確
保
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
、

個
別
の
法
律
に
規
定
が
な
く
と
も
、
地
方

自
治
法
を
根
拠
に
国
が
地
方
自
治
体
の
事

務
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
特
例
を
設
け
る
こ
と

で
あ
る
。
地
方
自
治
体
か
ら
は
国
と
地
方

の
対
等
な
関
係
が
損
な
わ
れ
る
の
で
は
と

の
懸
念
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
市
民
に
対

し
て
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
。

〔
総
務
部
長
〕
現
場
を
見
て
い
な
い
国
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
殊
、
特
別
な
事
情

等
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
自
治
体
に
指
示

を
出
す
こ
と
で
、
地
域
の
混
乱
を
招
く
こ

と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
全
国
一
律
で

学
校
の
休
校
や
飲
食
店
の
休
業
等
の
制
限

を
行
う
こ
と
で
市
民
生
活
に
混
乱
を
招
く

こ
と
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
問
）
市
民
の
人
権
が
担
保
で
き
な
い
可

能
性
が
発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う

対
応
し
て
い
く
の
か
。

〔
総
務
部
長
〕
ま
ず
は
当
該
改
正
法
案
の

審
議
に
お
け
る
各
懸
念
に
対
す
る
質
問
及

び
政
府
答
弁
等
の
議
論
に
注
目
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

▼
観
光
政
策
と
地
域
活
性
化
に
つ
い
て

（
問
）
香
芝
市
は
、
観
光
の
産
業
化
を
目

指
し
て
い
る
の
か
。

〔
産
業
振
興
局
長
〕
現
状
で
は
、
目
指
し

て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
状
況
で
あ
る
。

（
問
）
香
芝
市
の
観
光
の
重
点
施
策
は
。

〔
産
業
振
興
局
長
〕
ど
ん
づ
る
峯
の
整
備

が
重
点
施
策
と
考
え
る
。

（
問
）
総
合
公
園
と
ど
ん
づ
る
峯
を
一
体

に
考
え
、
整
備
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
。

〔
産
業
振
興
局
長
〕
ま
ず
は
、
ど
ん
づ
る

峯
の
遊
歩
道
の
整
備
等
を
行
っ
て
い
く
。

（
問
）
交
流
を
促
進
す
る
手
法
と
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
考
え
は
。

〔
ま
な
び
推
進
局
長
〕
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト
に
関
し
て
は
指
定
管
理
者
と
と

も
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
問
）
関
係
人
口
の
増
加
に
つ
な
が
る
と

考
え
る
訪
日
教
育
旅
行
の
誘
致
の
考
え
は
。

〔
ま
な
び
推
進
局
長
〕
教
育
委
員
会
と
し

て
学
校
現
場
で
対
応
可
能
か
ど
う
か
検
討

し
て
い
き
た
い
。

（
問
）
昨
年
、
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
市

民
1
人
あ
た
り
２
，
５
０
０
円
分
の
ギ
フ

ト
カ
ー
ド
を
送
付
し
た
が
、
市
民
の
方
か

ら
使
い
勝
手
は
悪
い
と
苦
情
も
多
く
い
た

だ
い
た
が
、
市
の
考
え
は
。

小西　高吉

〔
産
業
振
興
局
長
〕
一
定
の
効
果
は
あ
っ

た
が
、
今
後
、
利
用
方
法
等
に
つ
い
て
更

に
丁
寧
に
す
る
こ
と
と
カ
ー
ド
の
周
知
を

強
化
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
考
え
る
。

▼
防
災
に
つ
い
て

（
問
）
香
芝
市
が
主
導
す
る
防
災
訓
練
の

実
施
予
定
は
。

〔
危
機
管
理
監
〕
現
時
点
で
は
、
具
体
的

な
訓
練
予
定
は
な
い
が
、
複
数
の
自
治
会

に
よ
る
合
同
訓
練
や
校
区
単
位
で
の
防
災

訓
練
な
ど
も
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
問
）
市
全
体
を
掌
握
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
。

〔
危
機
管
理
監
〕
ま
だ
ま
だ
訓
練
不
足
だ

と
考
え
る
。
訓
練
を
積
み
重
ね
て
い
く
。

▼
中
学
校
部
活
動
地
域
移
行
に
つ
い
て

（
問
）
奈
良
県
が
令
和
８
年
度
か
ら
、
休

日
の
教
員
指
導
部
活
廃
止
の
発
表
を
受

け
、
香
芝
市
の
考
え
は
。

〔
ま
な
び
推
進
局
長
〕
本
市
も
令
和
８
年

度
を
目
処
に
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行

を
目
指
し
て
い
る
。

（
問
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
置
く
べ
き

だ
と
考
え
る
が
、
市
の
考
え
は
。

〔
ま
な
び
推
進
局
長
〕
現
時
点
で
は
教
育

委
員
会
事
務
局
が
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と

が
理
想
と
考
え
る
。

（
問
）
生
徒
・
保
護
者
の
方
々
へ
の
説
明
、

周
知
は
い
つ
す
る
の
か
。

〔
ま
な
び
推
進
局
長
〕
令
和
６
年
度
の
前

半
の
う
ち
に
、
生
徒
・
保
護
者
に
向
け
て

周
知
を
行
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
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▼
悩
み
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援

に
つ
い
て

（
問
）
悩
み
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
の
Ｓ

Ｏ
Ｓ
に
早
期
に
気
付
く
た
め
の
一
つ
の
手

段
と
し
て
、
１
人
１
台
端
末
を
活
用
し
た

ア
プ
リ
の
導
入
の
必
要
性
を
訴
え
、
様
々

な
提
案
、
要
望
を
伝
え
て
き
た
。
そ
の
後

の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

〔
教
育
部
長
〕
奈
良
県
域
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク

ー
ル
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー
と
、
令
和
６
年

度
の
導
入
に
向
け
て
詰
め
て
い
る
。

（
問
）ど
の
よ
う
な
ア
プ
リ
な
の
か
、ま
た
、

導
入
に
向
け
て
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
伺

う
。

〔
教
育
部
長
〕
児
童
生
徒
が
日
々
の
体
調

や
気
分
を
４
段
階
で
記
録
す
る
こ
と
で
、

学
級
全
員
の
体
調
、
気
分
を
可
視
化
し
、

指
導
に
役
立
て
る
ア
プ
リ
。
奈
良
県
域
Ｇ

Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー
と

の
調
整
が
終
わ
り
次
第
、各
校
に
説
明
し
、

開
始
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
問
）
学
校
そ
の
も
の
が
今
の
時
代
に
合

わ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
不

登
校
の
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
全
て
の
子
ど

も
に
と
っ
て
安
心
安
全
な
居
場
所
、
例
え

ば
学
び
の
多
様
化
学
校
、
ま
た
そ
れ
以
上

の
対
応
が
可
能
と
な
る
居
場
所
が
早
急
に

清川希代子

必
要
と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

〔
教
育
部
長
〕
適
応
指
導
教
室
や
保
健
室
、

別
室
に
お
い
て
、
個
々
の
実
情
に
応
じ
、

さ
ら
に
安
心
で
き
る
居
場
所
を
目
指
す
必

要
が
あ
る
。
今
後
、
一
人
一
人
に
合
っ
た

弾
力
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
工
夫
な
ど
、

多
面
的
に
吟
味
し
て
い
き
た
い
。

▼
悩
み
を
抱
え
る
香
芝
市
民
へ
の
支
援
に

つ
い
て

（
問
）
社
会
参
加
に
消
極
的
な
方
や
ひ
き

こ
も
り
の
状
態
に
あ
る
方
へ
の
ア
ウ
ト
リ

ー
チ
に
つ
い
て
の
取
組
を
伺
う
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
養
育
支
援
訪
問
事
業
や

臨
床
心
理
士
に
よ
る
個
別
面
談
、
支
援
担

当
者
の
同
行
に
よ
る
家
庭
訪
問
を
実
施
し

て
い
る
。
対
象
の
拡
大
や
回
数
の
増
加
に

よ
る
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
他
の
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
事
業
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
問
）
全
世
代
の
複
数
課
題
を
抱
え
て
い

る
市
民
に
対
し
適
切
な
支
援
が
必
要
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
う
の
か
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
令
和
６
年
度
か
ら
重
層

的
支
援
体
制
整
備
事
業
に
取
組
み
、
複
合

的
な
問
題
を
抱
え
た
市
民
に
必
要
な
支
援

を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
。具
体
的
に
は
、

専
門
相
談
員
を
配
置
し
た
福
祉
総
合
相
談

窓
口
の
設
置
、
個
人
的
な
支
援
が
必
要
な

場
合
は
公
的
サ
ー
ビ
ス
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
資
源
に
繋
げ
、
障
が
い
の
有
無
、
年

齢
、
性
別
で
区
切
ら
な
い
推
進
会
議
を
実

施
し
、
重
層
的
支
援
を
推
進
し
て
い
く
。

▼
就
学
前
ま
で
の
健
康
診
査
に
つ
い
て

（
問
）
令
和
４
年
度
に
５
歳
児
健
診
を
実

施
し
た
自
治
体
は
１
４
．
１
％
と
の
こ
と

だ
が
健
診
の
目
的
を
お
聞
き
し
た
い
。

〔
健
康
部
次
長
〕
社
会
性
発
達
の
評
価
、

発
達
障
害
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
主
眼
を

お
い
た
健
診
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
の
特
性
を
早
期
に
発
見
し
、
就
学

ま
で
に
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
る
。

（
問
）
令
和
５
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
５

歳
児
健
診
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
内
容
に

つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

〔
健
康
部
次
長
〕
原
則
、
集
団
健
診
と
さ

れ
て
お
り
、
補
助
単
価
１
人
３
千
円
に
対

し
て
２
分
の
１
の
国
庫
補
助
が
あ
る
。

（
問
）５
歳
児
健
診
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ

て
の
検
討
課
題
は
な
に
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
精
神
発
達
面
の
診
査
を

実
施
す
る
た
め
の
十
分
な
経
験
を
有
し
、

幼
児
保
健
医
療
に
習
熟
し
た
専
門
ス
タ
ッ

フ
が
必
要
で
あ
る
ほ
か
、
健
診
会
場
に
同

伴
す
る
保
護
者
の
負
担
の
増
加
も
課
題
の

１
つ
と
考
え
る
。

（
問
）
５
歳
児
健
診
の
導
入
に
つ
い
て
は

ど
う
お
考
え
か
。

〔
健
康
部
次
長
〕
５
歳
児
健
診
は
、
集
団

上田井良二

に
お
け
る
行
動
や
指
示
の
入
り
に
く
さ
を

見
落
と
さ
ず
、
発
達
障
害
の
判
断
や
子
ど

も
の
特
性
に
あ
っ
た
生
活
指
導
、
そ
の
後

の
支
援
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
実

施
に
あ
た
っ
て
は
、
医
師
会
と
の
協
議
は

も
と
よ
り
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
や
健
診

会
場
の
設
定
等
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
の

協
議
及
び
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
複
数
の

課
題
が
あ
る
た
め
、
様
々
な
観
点
か
ら
調

査
研
究
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

▼
罹
災
証
明
に
つ
い
て

（
問
）
罹
災
証
明
書
の
意
義
に
つ
い
て
お

聞
き
し
た
い
。

〔
危
機
管
理
監
〕
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
、

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
、
義
援

金
の
配
分
等
の
支
援
措
置
に
係
る
判
断
材

料
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

損
害
保
険
会
社
へ
の
提
出
や
勤
務
先
に
お

け
る
支
援
金
等
の
基
礎
資
料
と
し
て
も
利

用
さ
れ
て
い
る
。

（
問
）
罹
災
証
明
書
の
交
付
対
象
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

〔
危
機
管
理
監
〕
罹
災
証
明
書
の
交
付
対

象
は
住
家
及
び
人
的
被
害
の
み
と
な
る
。

な
お
、
本
市
で
は
、
罹
災
証
明
書
以
外
に

２
種
類
の
証
明
書
を
発
行
し
て
お
り
、
１

つ
が
事
務
所
や
店
舗
、
車
や
家
財
の
被
害

に
対
す
る
損
害
保
険
請
求
の
際
に
交
付
し

て
い
る
被
災
証
明
書
で
あ
り
、
も
う
１
つ

が
台
風
や
大
雨
に
係
る
被
害
に
対
す
る
損

害
保
険
請
求
の
際
に
交
付
し
て
い
る
罹
災

届
出
証
明
書
で
あ
る
。
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▼
す
べ
て
の
こ
ど
も
が
幸
せ
に
育
つ
ま
ち

づ
く
り

（
問
）
現
状
の
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援

に
つ
い
て
ど
う
か
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

の
ほ
か
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
が
就
業
に

必
要
な
知
識
や
技
能
を
得
て
い
た
だ
く
た

め
の
教
育
訓
練
や
資
格
の
取
得
に
向
け
た

支
援
を
行
っ
て
い
る
。

（
問
）
こ
ど
も
の
心
の
支
援
ニ
ー
ズ
を
把

握
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
児
童
扶
養
手
当
の
受
給

者
に
対
し
、
今
後
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
尋
ね

る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
問
）
共
同
養
育
計
画
書
作
成
の
面
談
や

こ
ど
も
養
育
専
門
相
談
の
設
置
に
つ
い

て
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
今
ま
で
も
８
月
に
行
っ

て
い
る
休
日
窓
口
に
加
え
、
今
後
、
実
施

可
能
な
こ
と
か
ら
取
り
組
み
た
い
。

（
問
）
共
同
養
育
計
画
の
作
成
を
面
談
の

内
容
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
な
い
か
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
共
同
養
育
計
画
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
私
ど
も
も
学
び
を
深
め
研

究
し
て
い
く
機
会
が
必
要
と
考
え
、
ま
ず

は
保
護
者
の
方
の
ニ
ー
ズ
を
探
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
ま
い
り
た
い
。

眞鍋　亜樹

（
問
）
親
子
交
流
事
業
の
整
備
を
実
施
す

る
方
向
で
検
討
で
き
な
い
か
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
お
子
様
に
と
っ
て
安
心

と
安
全
が
確
保
さ
れ
た
中
で
あ
れ
ば
、
別

居
親
と
交
流
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
研
究
を
行
う
。

（
問
）
学
校
側
と
し
て
は
親
権
を
持
た
な

い
親
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
学
校
に
入

る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
な
い
か
。

〔
教
育
部
長
〕
学
校
や
幼
稚
園
、
保
育
所

の
方
が
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
決
め
る
こ

と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
問
）
現
在
、
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
日

に
地
域
の
方
は
自
由
に
出
入
り
で
き
る

が
、
別
居
親
は
自
由
に
出
入
り
で
き
る
状

況
に
な
い
。
今
後
の
対
応
は
ど
う
か
。

〔
教
育
部
長
〕
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
で
別

居
親
が
学
校
に
来
れ
な
い
と
い
う
認
識

は
、
教
育
委
員
会
で
は
持
っ
て
い
な
い
。

入
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
だ
と
考
え
る
。

（
問
）
本
市
に
お
け
る
子
ど
も
ア
ド
ボ
カ

シ
ー
の
取
組
と
整
備
に
つ
い
て
。

〔
福
祉
部
次
長
〕
４
月
開
設
予
定
の
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
で
は
、
支
援
が
必
要
な

こ
ど
も
に
対
し
て
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
を
作

成
し
、
そ
の
作
成
時
に
こ
ど
も
の
意
思
確

認
を
必
ず
行
う
。

（
問
）
こ
ど
も
に
関
す
る
条
例
制
定
に
向

け
て
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
ど
う
か
。

〔
市
長
〕
こ
ど
も
基
本
法
に
基
づ
き
、
子

ど
も
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
施
策
推
進
を

進
め
て
ま
い
り
た
い
。

▼
保
育
所
・
幼
稚
園
・
こ
ど
も
園
に
つ
い

て（
問
）
行
政
改
革
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る

が
、
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
の
数
が
他
市

と
比
べ
多
く
、
他
の
職
の
定
員
を
圧
迫
し

て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
ど
う
か
。

〔
企
画
部
長
〕
類
似
団
体
と
比
較
す
る
と

保
育
所
、
こ
ど
も
園
の
民
生
部
門
に
お
い

て
平
均
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
幼
・
保

再
編
に
よ
り
、
今
後
効
率
化
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
問
）
移
転
や
統
合
、
民
営
化
の
説
明
は

い
つ
保
護
者
へ
さ
れ
る
の
か
。

〔
福
祉
部
長
〕
方
向
性
が
決
ま
り
次
第
、

説
明
を
考
え
て
い
る
。

（
問
）
公
的
な
場
で
議
論
す
べ
き
で
は
。

〔
福
祉
部
長
〕
令
和
６
年
２
月
に
経
営
会

議
で
協
議
を
行
っ
た
が
、
６
月
以
降
に
再

度
協
議
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
問
）
園
児
や
生
徒
等
が
利
用
す
る
道
路

の
交
通
量
調
査
が
必
要
で
は
な
い
か
。

〔
福
祉
部
長
〕
実
施
す
る
予
定
は
な
い
。

（
問
）
再
編
に
よ
り
五
位
堂
保
育
所
が
あ

と
１
、
２
年
で
無
く
な
る
な
ら
、
こ
れ
ま

で
の
計
画
的
な
整
備
が
無
駄
に
な
る
の
で

は
。

〔
副
市
長
〕
１
、
２
年
で
保
育
所
が
無
く

中井　政友

な
る
こ
と
は
な
い
。

▼
香
芝
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

（
問
）
昨
年
６
月
に
策
定
し
た
香
芝
市
み

ど
り
の
基
本
計
画
の
「
景
観
形
成
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
の
か
。

〔
都
市
創
造
部
長
〕
二
上
山
や
明
神
山
な

ど
の
眺
望
景
観
、
ど
ん
づ
る
峯
な
ど
の
景

観
資
源
が
あ
り
、
街
路
樹
や
公
園
整
備
な

ど
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
お
り
、
今
後

も
計
画
に
基
づ
き
景
観
の
維
持
を
図
る
。

（
問
）
奈
良
県
の
景
観
計
画
は
本
市
で
は

ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
。

〔
都
市
創
造
部
長
〕
市
全
域
を
景
観
計
画

区
域
に
定
め
、
重
点
景
観
形
成
区
域
で
は

青
垣
な
ど
遠
望
の
確
保
へ
の
配
慮
を
方
針

と
し
て
い
る
。

（
問
）
本
市
独
自
で
景
観
条
例
を
制
定
し

な
い
の
か
。

〔
都
市
創
造
部
長
〕
今
直
ち
に
制
定
す
る

予
定
は
な
い
。

（
問
）
香
芝
市
立
地
適
正
化
計
画
と
は
、

ど
の
よ
う
な
計
画
か
。

〔
都
市
創
造
部
長
〕
持
続
可
能
な
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
の
公
共
交
通
や
防
災

等
も
含
む
包
括
的
な
計
画
で
あ
る
。

（
問
）
災
害
が
発
生
し
、
主
要
道
路
が
被

害
を
受
け
た
場
合
の
想
定
は
。

〔
危
機
管
理
監
〕
国
道
等
が
瓦
礫
で
ふ
さ

が
っ
た
場
合
は
、
撤
去
を
最
優
先
と
し
、

ど
う
し
て
も
通
行
で
き
な
い
場
合
は
、
迂

回
路
の
選
定
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
臨
時
発

着
も
想
定
し
て
い
る
。
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令
和
６
年

●
２
月

 

14
日　

�

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
議
会
議
会

運
営
委
員
会　

 

20
日　

香
芝
・
王
寺
環
境
施
設
組
合
議
会

�
�

奈
良
県
市
議
会
議
長
会

 

21
日　

�

葛
城
地
区
清
掃
事
務
組
合
議
会
監

査

 

26
日　

議
会
運
営
委
員
会

�
�

�

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
議
会
本
会

議

●
３
月

 

4
日　

議
会
運
営
委
員
会

�
�

本
会
議

 

6
日　

代
表
質
問
・
一
般
質
問

 

7
日　

議
会
運
営
員
会

�
�

一
般
質
問

�
�

本
会
議

�
�

議
会
運
営
員
会

�
�

本
会
議

11
・
12
日　

予
算
特
別
委
員
会

 

21
日　

総
務
建
設
委
員
会

 

22
日　

福
祉
教
育
委
員
会

 

25
日　

�

葛
城
地
区
清
掃
事
務
組
合
議
会
監

査

 

27
日　

議
会
運
営
員
会

�
�

本
会
議

●
４
月

 

18
日　

近
畿
市
議
会
議
長
会
理
事
会

�
�

近
畿
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会

 

22
日　

議
会
運
営
委
員
会

�
�

本
会
議

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
も
終
わ
り
、
昼
間

は
汗
ば
む
よ
う
な
暑
さ
だ
と
思
え
ば
、
夕
方

以
降
は
冷
え
て
肌
寒
い
日
が
あ
り
服
装
の
調

整
が
難
し
い
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

産
地
に
も
よ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
は
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
が
旬
で
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
と

言
え
ば
緑
色
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
青
果

と
し
て
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
は
白
い
も

の
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
光
に
当
て

ず
に
白
く
育
て
た
も
の
で
ほ
ろ
苦
く
、
う
ま

み
が
濃
い
の
が
特
徴
で
す
。
最
近
で
は
紫
色

の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
な
じ
み
の
あ
る
も
の
と
は
違
い
、
甘

み
が
強
く
柔
ら
か
い
の
で
生
食
に
も
向
い
て

お
り
、
色
が
異
な
る
と
栄
養
も
変
わ
っ
て
く

る
そ
う
で
す
。
鮮
度
が
落
ち
や
す
い
の
で
、

買
っ
て
す
ぐ
に
調
理
が
お
す
す
め
で
す
。
機

会
が
あ
れ
ば
、
旬
の
お
い
し
い
時
期
に
食
べ

比
べ
を
し
て
み
た
い
で
す
。。

　
　
　
〔
問
い
合
わ
せ
〕
ＴＥＬ
４
４-

３
３
４
１

 

℻
７
６-

７
５
６
４

 

議
会
事
務
局
内

 

令
和
６
年
５
月
10
日
編
集

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　

委 

員 

長　

河
杉
博
之

　
　
　

副
委
員
長　

下
村
佳
史

　
　
　

委　
　

員　

中
村
良
路

　
　
　
　
　

〃　
　

筒
井　

寛

　
　
　
　
　

〃　
　

中
谷
一
輝

　
　
　
　
　

〃　
　

青
木
恒
子

議

会

日

誌

本会議（代表質問・一般質問など）や常任委員会などの会議録の検索、議案の議決結果、議員紹介、傍聴の手続き、

本会議・委員会のライブ中継、録画中継など香芝市議会の情報をご覧いただけます。議会の日程につきましてもホー

ムページでご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市議会ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.city.kashiba.lg.jp/site/shigikai/

香芝市議会情報のご案内

香芝市議会
ホームページ

議会の傍聴について

　傍聴を希望される方は、市役所５階議会事務局で、傍聴人受付簿に住所、氏名及び年齢をご記入ください。

◆�本会議の状況は、庁舎１階ロビーのモニターでもご覧いただけます。

◆�お手伝いの必要な方は事前に議会事務局までご連絡ください。

議会事務局メールアドレス　gikai@city.kashiba.lg.jp

※感染症拡大防止対策のため、体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。
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